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○聴覚に障がいがある方の支援
　的確な情報をお伝えすることが大切です。
ご本人の希望に基づき、手話、筆談、身振
り、読話（話し手の唇の形や動きを読み取っ
て、言葉を理解する方法）、携帯電話のメー
ル機能等のコミュニケーション手段から使え
るものを選んで情報を伝えて下さい。

○知的障がいがある方の支援

　まず近くに家族がいないか確認します。次に、動揺している気持ちを落ち
着かせましょう。やさしく落ち着いた声で名前や連絡先を聞くとともに、
「具体的に」「ゆっくりと」話して下さい。できるだけ肯定的な表現で伝え、
「危ない」「怖い」というような言葉は使わないようにします。絵や図、メモ
等も用いて、ご本人がどのように理解しているかを確かめながら話すことが
大切です。移動する場合は、手を引くか、肩に軽く手をかけてゆっくりと誘
導して下さい。触れられるのが苦手な方もいますので、その場合は、身振り
で伝えてみて下さい。

○精神障がいがある方

　心理的に孤立し混乱される場合があります。不安を和らげるよう優しく接
し、分かりやすい言葉で具体的に話しながら、避難誘導し、適切なケアがで
きる状態にもっていくことが大切です。

○身体内部に障がいがある方

　外見では分かりませんが、災害時に医療行為を受けられなくなると生命の
危険に直結する方がいます。医療機器を使用されている場合は、移動に時間
も人手も必要になりますので、周囲の人の協力を得て移動するようにしま
す。ご本人の症状の急変や体調の不良を訴える場合は、すぐに医療機関に連
絡します。

その時どうする？　〜安否の確認〜

○災害時の連絡
・�災害直後は被災地への電話が集中するためつながりづらいものです。被災
地内の緊急な電話がスムーズに利用できるよう、不急な電話は控えましょ
う。
・�被災地からの電話は、公衆電話が比較的つながり易くなっています。
・�災害時の安否確認方法を、家族、親族間等で決めておくと、いざという時
に役に立ちます。

○電話がつながらないとき
�　通常の電話がつながらない場合は、比較的つながりやすい次の方法を利用
しましょう。
・「災害用伝言ダイヤル（171）」
　被災地内の電話番号をキーとして、安否等の情報を音声情報として蓄積
し、録音・再生できるボイスメールです。「１7１」にダイヤルし、ガイダンス
に従い録音・再生します。 １回に録音できる時間は30秒以内、伝言の保存期
間は

・「災害用伝言板」
　携帯電話各社による文字を使った安否情報確認サービスです。携帯メ
ニューからポータルサイトにアクセスして使用します。また、スマートフォ
ン専用のアプリもあるので、事前にインストールしておくと安心です。

※�災害時だけでなく、毎月 １日、１5日等に体験利用日が設定されています。
いざという時に備え、利用方法を確認しておきましょう。
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によって異なります。災害の状況




